
（１）　開発許可～工事着手届
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開発許可後、許可事項に変更が生じる場合は、変更許

可の申請、又は変更届の提出をしてください。

フローチャート（２）

開発工事着手後、中間検査が必要

な工程がある場合は、中間検査対象

工事完了後、中間検査を受けてくだ

さい。

開発工事着手後、公告前承認が必

要な場合は、建築（建設）工事に着手

する前に、公告前承認を受けてくださ

い。
フローチャート（５）

フローチャート（４）


